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の 払済保険への変更時の処理

Q ●
● 払済保険に関する取扱い通達が公表さ

れたそうですが、内容を教えてください

A ●
●

◎

改正法人税基本通達の中で、払済保険

へ変更した場合の取扱いが新設されています。

【解説】

国税庁はこのほど、「法人税基本通達等の

一部改正について（法令解釈通達）」を公表

しました。改正通達の中心は、企業再編税制

に関する項目となっていますが、再編税制以

外では、「払済保険へ変更した場合」の取扱

いの新設が注目されます。

基本通達中には「契約転換制度」について

の取扱いは設けられていましたが、払済につ

いては特に規定が設けられていませんでした。

払済保険とは、保険料の払い込みを中止し

て、その時の解約返戻金をもとに、元の契約

の保険期間を変えず、保障額の少ない保険

(同じ種類の保険または養老保険）に変更す

る方法で、資金繰り等の悪化で当初の契約の

保険料支払いが困難になった場合などに、広

く採用されているようです◎

今回新設された取扱いでは、法人が既に加

入している生命保険をいわゆる「払済保険」

に変更した場合には、原則としてその変更時

における解約返戻金相当額と資産計上済保険

料との差額を変更年度で損益計上する旨が規

定されています。

ただし、養老保険、終身保険及び年金保険

(定期保険特約が付加されていないものに限

ります）から同種類の払済保険に変更した場

合は、この処理は強制されないとしています。


